
聖

籠

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

 

平

成

二

十

五

年

三

月

十

三

日

 

聖

籠

町

長

 

渡

 

邊

 

廣

 

吉

 

聖

籠

町

条

例

第

十

三

号

 

聖

籠

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例

 

聖

籠

町

ひ

と

り

親

家

庭

等

の

医

療

費

助

成

に

関

す

る

条

例

（

平

成

三

年

聖

籠

町

条

例

第

一

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

 

 

第

二

条

第

三

項

中

第

八

号

を

第

九

号

と

し

、

第

七

号

を

第

八

号

と

し

、
第

六

号

を

第

七

号

と

し

、
第

五

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。

 

六

 

父

又

は

母

が

配

偶

者

か

ら

暴

力

の

防

止

及

び

被

害

者

の

保

護

に

関

す

る

法

律

（

平

成

十

三

年

法

律

第

三

十

一

号

）

第

十

条

第

一

項

の

規

定

に

よ

る

命

令

（

そ

れ

ぞ

れ

母

又

は

父

の

申

立

に

よ

り

発

せ

ら

れ

た

も

の

に

限

る

。

）

を

受

け

た

児

童
 

 

第

三

条

第

二

項

第

二

号

中

「

（

障

害

児

通

園

施

設

へ

の

入

所

措

置

を

除

く

）

」

を

削

る

。

 

 
 

 

附

 

則

 

こ

の

条

例

は

、

公

布

の

日

か

ら

施

行

し

、

改

正

後

の

第

二

条

の

規

定

は

、

平

成

二

十

四

年

八

月

一

日

か

ら

適

用

す

る

。

 

 


